
 

 

反社会的勢力排除に関する誓約書 
当社株式会社アクシアクリエイティブ（以下「当社」といいます。）は、貴社との取引開始およ

び継続にあたり、反社会的勢力の排除が社会的責務であることを深く認識し、以下のとおり誓約

いたします。 

第 1 条（反社会的勢力の定義） 

本誓約書における「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企

業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。 

第 2 条（反社会的勢力との関係の不存在） 

当社は、現在および将来にわたり、以下の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。 

1. 反社会的勢力であること、または反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を

有すること 
2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
3. 自己、自社または第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をも

って、反社会的勢力を利用していること 
4. 反社会的勢力に対し、資金等の提供、便宜供与、業務委託、名目のいかんを問わない取引

その他一切の関与を行っていること 
5. その他、反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有すること 

第 3 条（反社会的勢力の利用・関与の禁止） 

当社は、自らまたは第三者を利用して、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、一切

の関係を持たないことを誓約します。 

第 4 条（不当要求への対応） 

当社は、反社会的勢力から不当要求、脅迫的言動、暴力的行為等を受けた場合には、断固として

これを拒否し、速やかに警察、弁護士等の外部専門機関と連携のうえ、組織的に対応します。 

 



 

 

第 5 条（違反時の措置） 

当社が本誓約に違反したことが判明した場合、貴社が行う取引停止、契約解除その他の措置につ

いて、当社は一切の異議を申し立てないものとします。 

第 6 条（継続的遵守） 

当社は、本誓約書の内容を継続的に遵守するとともに、役員および従業員に対して周知徹底を行

い、反社会的勢力排除に向けた体制の維持強化に努めます。 

以上 

本誓約書は、貴行との取引に関して提出するものであり事実と相違ないことを誓約いたします。 
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